
Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成21年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容
法人の長

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成21年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の役職員の報酬・給与等について

　　 役員報酬規程により、特別手当（賞与相当手当）について、国立大学法人評価委員会が行う業績
　評価の結果を勘案し、役員の勤務実績に応じ、その額の１００分の１０の範囲内で増額又は減額でき
　ることとしており、その決定は経営協議会の議を経ることとしている。

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）

　一般職の職員の給与に関する法律の改正にあわせて、特別手当について年間０．２５月分
の引き下げを行い、本給月額については同法の指定職本給表に準拠して決定していること
から、平成２１年１２月１日より約０．３％の引き下げを行った。
　また、人事院規則で定める地域手当の支給割合の改定にあわせて平成２１年４月１日より
調整手当の支給率について２％の引き上げを行った。

理事

　国家公務員の非常勤職員の給与の引下げ率に準じて、日額について約４．０％
の引き下げを行った。

法人の長に同じ

該当者無し

法人の長に同じ

報 給 賞 就任 退任
千円 千円 千円

0 （通勤手当）
1,105 （調整手当）

千円 千円 千円

78 （通勤手当）
940 （調整手当）

千円 千円 千円

78 （通勤手当）
940 （調整手当）

千円 千円 千円

49 （通勤手当）
940 （調整手当）

千円 千円 千円

78 （通勤手当）
940 （調整手当）

千円 千円 千円

78 （通勤手当）
784 （調整手当）

千円 千円 千円

202 0 0 （            ）

３　役員の退職手当の支給状況（平成21年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 退職年月日 業績勘案率 前職

年 月

年 月

年 月千円

千円

9,400 3,810

Ｃ理事 9,400 3,810

Ｄ理事 14,228

14,199

千円

千円

該当者なし

 該当者なし

※

注：「調整手当」とは、賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給されて
    いるものである。

Ｂ監事
（非常勤）

Ａ理事

監事

11,052 4,479

9,400 3,810

9,400

他

法人の長

Ｂ理事

法人での在職期間 摘　　　　　要

法人の長

14,228

千円

3,810

千円

千円

千円

千円

支給額（総額）

千円

14,228

16,636

理事

Ａ監事

 該当者なし

7,840 3,177

202

11,879

3月31日

3月31日

注：「前職」欄の「※」は、独立行政法人等の退職者であることを示す。

該当者なし監事



Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針

 ア  給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

 イ  職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

　① 人件費管理の基本方針

　　中期計画により定めた機構事業の年度展開及び予算計画を踏まえ、組織の合理化・効率化を進め、
　人件費管理の計画的な運用を図り、その削減・抑制に努める。

本給月額
（昇給）

昇給に係る勤務評定の結果等を受け、一定期間を良好な成績で勤務した場合、上位の号
給に昇給させることができる。

 〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　　勤務評定に関する規程により実施する勤務評定（勤務評価）の結果並びに勤務成績に基づき、
  予算（人件費）の範囲内で、昇給、昇格の実施及び勤勉手当の支給割合（成績率）に反映させる。

給与種目

　　一般職の職員の給与に関する法律による国家公務員給与を参考として、給与水準を決定する。

制　　　度　　　の　　　内　　　容

  　 一般職の職員の給与に関する法律の改正にあわせて、期末・勤勉手当について年間０．３５月分の
  引き下げを行い、本給月額については平成２１年１２月１日より約０．２％の引き下げを行った。
  　 また、人事院規則で定める地域手当の支給割合の改定にあわせて平成２１年４月１日より調整手当の
  支給率について２％の引き上げを行った。

　注：「調整手当」とは、地域手当に準ずる手当である。

賞与：勤勉手当
（査定分）

本給月額
（昇格・降格）

勤務評定等の結果を受け、基準日（6/1、12/1）前６ヶ月間における勤務成績に応じて支給
割合（成績率）を決定する。

勤務成績が良好で、かつ昇格基準を満たしている場合、１級上位の級に昇格させることがで
き、また、勤務成績が不良な場合は、１級下位の級に降格させることができる。

 ウ  平成21年度における給与制度の主な改正点



２　職員給与の支給状況

 ①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

597 47.2 7,699 5,650 128 2,049
人 歳 千円 千円 千円 千円

119 41.9 6,036 4,469 115 1,567
人 歳 千円 千円 千円 千円

333 48.6 8,602 6,289 134 2,313
人 歳 千円 千円 千円 千円

143 48.3 6,991 5,146 124 1,845
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 62.1 3,669 3,068 119 601
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 62.3 3,676 3,064 86 612

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

40 39.6 5,203 3,947 67 1,256
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 34.0 4,028 4,028 68 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

27 42.2 5,769 3,909 66 1,860

人 歳 千円 千円 千円 千円

38 41.9 4,609 3,548 68 1,061
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 44.5 3,815 2,956 91 859
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 37.0 5,756 4,396 41 1,360
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 48.3 4,080 3,177 65 903

総額
区        分

うち所定内
人      員

  〔年俸制適用者以外〕

常勤職員

技術職員

再任用職員

平成２１年度の年間給与額（平均）
平均年齢

事務・技術

教育職種
（大学教員）

うち賞与
平均年齢

平成２１年度の年間給与額（平均）

技術職員

区        分 人      員
うち賞与

  〔年俸制適用者〕

その他医療職種
（看護師）

事務・技術

注：技術職員とは、従来行政職（一）を適用していた技術職について、法人化にあわせて機構独自の新たな職種とし
      て位置付け、また、俸給表についても独自の表を作成し、適用させている職種である。

注：在外職員、任期付職員及び非常勤職員については該当者がいないため、表を省略した。

注：再任用職員の教育職種（大学教員）、医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）については該当者が
      いないため、欄を省略した。

注：常勤職員の医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）については該当者がいないため、欄を省略した。

総額 うち所定内

注：常勤職員、在外職員及び再任用職員については該当者がいないため、表を省略した。

注：非常勤職員の医療職種（医師）及び医療職種（病院看護師）については該当者がいないため、欄を省略した。

教育職種
（大学教員）

注：博士研究員とは、従来非常勤研究員として雇用していた職種について、処遇改善を目的に制度を変更し、任期
      付の年俸制職員とした職種である。

産 業 医

非常勤職員

注：常勤職員のその他医療職種（看護師）、産業医及び再任用職員の事務・技術は該当者が１人であり、当該個人
      に関する情報が特定されるおそれがあることから、人数以外は記載していない。

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

事務・技術

技術職員

注：技術職員とは、従来行政職（一）を適用していた技術職について、法人化にあわせて機構独自の新たな職種と
      して位置付け、また、俸給表についても独自の表を作成し、適用させている職種である。

注：任期付職員の事務・技術、教育職種（大学教員）、医療職種（医師）及び医療職種（病院看護師）については該
      当者がいないため、欄を省略した。

任期付職員

そ  の  他

博士研究員



②

（事務・技術職員）

　　注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

　　注：年俸制適用者を含む。以下、④及び⑤において同じ。

四分位 四分位
第１分位 第３分位

人 歳 千円 千円 千円

1
3 52.8 10,634
7 53.8 8,973 8,848 9,205
4 54.5 8,654

12 52 5 6 793 7 153 7 472

及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）） 〔在外職員、任期付職員

　　注：年齢20～23歳の該当者は１人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　 　　年間給与については表示していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

　　　　局  長
　　　　部  長
　　　　課  長
　　　　室  長

課長補佐

0

20

40

60

80

100

120

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

人千円

12 52.5 6,793 7,153 7,472
48 44.5 5,809 6,230 6,615
10 37.4 4,344 4,853 5,461
32 30.3 3,344 3,735 4,109
2

（教育職員（大学教員））

四分位 四分位
第１分位 第３分位

人 歳 千円 千円 千円

91 55.7 9,973 10,782 11,371
99 49.4 7,989 8,624 9,237
23 55.5 7,729 7,936 8,171

　　　　係  長
　　　　課長補佐

　　　　教　授
　　　　准 教 授
　　　　講　師

　　　　主  任
　　　　係  員
　　　　衛生管理者

　　注：局長の該当者は１人、衛生管理者の該当者は２人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれ
　　　　 のあることから、平均年齢及び年間給与の平均額は表示していない。また、部長の該当者は３人、室長
　　　　 の該当者は４人のため、年間給与額の第１、第３分位については表示していない。

　　注：年齢28～31歳の該当者は４人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあること
　　　　 から、年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

0

20

40

60

80

100

120

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

人千円

0

20

40

60

80

100

120

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

人千円

, , ,
120 41.2 6,244 6,687 7,084

講 師
　　　　助　教



③

（事務・技術職員）

区分 計 １０級 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 局長 課長、室長 課長補佐 係長 主任

な職位 部長 課長補佐 係長 主任 係員
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

119 0 1 0 3 6 5 21 45 20 18
（割合） (       %) (  0.8 %) (       %) (  2.5 %) (  5.0 %) (  4.2 %) ( 17.6 %) ( 37.8 %) ( 16.8 %) ( 15.1 %)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

～ ～ ～ 55 ～ 50 56 ～ 54 56 ～ 40 59 ～ 45 52 ～ 35 49 ～ 30 32 ～ 22
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

～ ～ ～
8,004 ～
  7,376

6,809 ～
  6,477

6,759 ～
  5,241

5,593 ～
  4,824

5,069 ～
  3,165

3,597 ～
  2,776

2,849 ～
  2,117

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

～ ～ ～
10,965 ～

10,158
9,389 ～

8,973
9,183 ～

7,124
7,721 ～

6,673
6,833 ～

4,261
4,777 ～

3,739
3,805 ～

2,851

区分 計 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 所長
な職位 施設長

人 人 人 人 人 人 人

333 2 89 99 23 120 0
（割合） (  0.6 %) ( 26.7 %) ( 29.7 %) ( 　6.9 %) ( 36.0 %) (       %)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

～ 62 ～ 41 62 ～ 36 61 ～ 46 61 ～ 31 ～
千円 千円 千円 千円 千円 千円

～
9,550 ～
  5,940

7,248 ～
  4,983

6,244 ～
  5,325

5,995 ～
  3,910

～

千円 千円 千円 千円 千円 千円

 職級別在職状況等（平成２２年４月１日現在） （事務・技術職員／教育職員（大学教員））

（教育職員（大学教員）

係員局長 部長 課長局長

年間給与額
(最高～最

低)

年齢（最高
～最低）

所定内給与
年額(最高～

最低)

所定内給与
年額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

人員

人員

助教講師

注： ９級の職員は該当者が1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、「年齢（最高～最低）」以下
     の項目について記載 していない。

教授 准教授

千円 千円 千円 千円 千円 千円

～
13,061 ～

  8,393
9,981 ～
  6,853

8,635 ～
  7,369

8,071 ～
  5,321

～

④

35.9 31.8
％

33.7
％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

最高 最低

一般
職員

66.3

％

％ ％

％ ％
一律支給分（期末相当）

33.9 ～ 28.4

40.8

33.4
％

35.9 ～ 30.5 

％

44.4 ～ 36.8 
％

66.6

％

％

64.1

％

夏季（6月） 冬季（12月）

％

38.4 35.6 36.9

％

61.6 64.4 63.1

計

％ ％ ％

45.7 ～ 34.3 45.7 ～ 30.3 44.4 ～ 32.2 

68.2

賞与（平成２１年度）における査定部分の比率 （事務・技術職員／教育職員（大学教員））

（教育職員（大学教員））

64.6
％

35.4

％

夏季（6月）
％

59.1
％

40.9
％

％

68.3
％

31.7

40.8
％

45.8 ～ 35.9 
％

38.1 ～ 32.5

区             分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

46.1 ～ 37.1 
％

％

％

管理
職員

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

         最高～最低

％

一般
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

         最高～最低

計

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

         最高～最低

％

59.2
％

59.2
％

年間給与額
(最高～最

低)

（事務・技術職員）

区             分 冬季（12月）

注： ６級の職員は該当者が２人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、「年齢（最高～最低）」以下
     の項目について記載 していない。

41.0 ～ 32.7 37.0 ～ 28.8 38.8 ～ 30.6 
％ ％

         最高～最低
％



⑤

（事務・技術職員）

　　対国家公務員（行政職（一）） 94.0

　　対他の国立大学法人等 107.9

　　対他の国立大学法人等 95.8

給与水準の比較指標について参考となる事項

　○ 事務・技術職員

学歴勘案

地域勘案

　　       が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

　　　　   すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準） に置き換えた場合の給与水準を100として、法人

　給与水準の適切性
の検証

 【国からの財政支出について】
   支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　９５．５％
    （国からの財政支出額 ３５，１７６百万円、支出予算の総額 ３６，８２７
　    百万円：平成21年度予算）
　

 【検証結果】
    本機構は、支出予算総額約３６８億円、国からの財政支出割合も

９５ ５％とな ているが 上記のとおり対国家公務員のラスパイレス

指 数 の 状 況

項　　　　　　目

　対国家公務員　　９４．０

内　　　　　　　　　　　　　容

参考

９５．４

９４．６

９５．２

地域・学歴勘案

　　注 ： 当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準 （ 「対他の国立大学法人等」 においては、

（教育職員（大学教員））

職員（大学教員））

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標 （事務・技術職員／教育

　○ 教育職員（大学教員）

　　　　 教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　　9３．１

　　　　　 　注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成20年度の教育職員

　　　　  　　　　（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

　　　  　　　　　なお、昨年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一）との給与水準（年額）の

　　　　 　　　　比較指標である。

講 ず る 措 置   今後も適切な給与水準の維持に努めていく考えである。

　９５．５％となっているが、上記のとおり対国家公務員のラスパイレス
　指数は９４程度であり、また、累積欠損もないことから、適切な給与
　水準を維持していると判断できる。



Ⅲ　総人件費について

当　年　度
（平成２１年度）

前　年　度
（平成２０年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

総人件費について参考となる事項
① 給与、報酬等支給総額及び最広義人件費について
　　   常時１２名の教員を欠員とすること及び欠員補充の時期を遅らせる等人件費の削減に努めた結果、「給与、
　　報酬等支給総額」については前年度に比較し△２．４％と目標である△１％を上回る削減となっている。
　　　 また、「非常勤役職員等給与」については、従来より競争的研究資金の獲得を奨励しており、その課題に対
　　する研究の進展や、機構が実施するプロジェクトの進行に伴い、間接経費を含む外部からの獲得資金にて雇
　　用する非常勤職員及び派遣の増加により前年度よりも増額となっているものの、常勤職員の給与及びそれに
　　付随する付帯経費など削減により、「最広義人件費」においても△０．７％となっている。

なお この非常勤職員の雇用数増加については 若手研究者の育成 人材確保等を目的として 非常勤

5,420,622

 (  △ 3.5 ) 

(    17.4 ) 354,625122,604 (    75.3 ) 

(    14.4 ) 

    注 ：「退職手当支給額」欄は、国の常勤職員に相当する、法人の常勤職員に係る退職手当支給額を計上している。

 中期目標期間開始時（平成１６
 年度）からの増△減比較増△減

△ 132,607 (  △ 7.6 ) (  △ 2.4 ) △ 432,382

区　　　　　　分

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

最広義人件費

(D)

福利厚生費

(A)

490,843

5,288,015
給与、報酬等支給総額

(Ｃ)

非常勤役職員等給与

(Ｂ)

退職手当支給額

    注 ：　「非常勤役職員等給与」においては、受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に係る費用及び人材派遣

△ 25,712

(  △ 4.1 ) 

(  △ 3.1 ) 

61,923

△ 52,959

825,871 703,267

△ 20,776511,619

△ 22,180

     合計額と一致しない。

702,209 724,389

(  △ 0.7 )  (  △ 0.6 ) △ 41,5467,306,938 7,359,897

     契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の 「(１７) 役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の

基準年度
(平成17年度)

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

5,733,434 5,603,776 5,517,225 5,420,622 5,288,015

△ 2.3 ％ △ 3.8 ％ △ 5.5 ％ △ 7.8 ％

△ 2.3 ％ △ 4.5 ％ △ 6.2 ％ △ 6.1 ％

Ⅳ 法人が必要と認める事項

　　　 なお、この非常勤職員の雇用数増加については、若手研究者の育成、人材確保等を目的として、非常勤
　　職員についても年俸制を適用できるとしたことや任期を複数年とする職の導入など、年々制度を充実させてい
　　ることが反映しているものと考えられる。

年　　　度

  ⅰ） 中期目標に示された人件費削減の取組に関する事項
           「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を
        踏まえ、人件費削減の取組を行う。

 注：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事
     院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり、平成18年、平成19年、平
     成20年、平成21年の行政職(一)職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0%、0.7%、0%、△2.4%である。

 注：基準年度（平成17年度）の給与、報酬等支給総額は、法人移行時の人件費予算相当額を基礎に算出した
     平成17年度人件費予算相当額である。

給与、報酬等支給総
額　（千円）

人件費削減率（％）

人件費削減率（補正
値）　（％）

② 人件費削減の取組の状況

　ⅱ） 中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針
　　　　　平成１７年度における常勤役職員の退職手当及び法定福利費を除く人件費予算相当額を基準として、
　　　　中期計画に示した、平成２１年度までに概ね４％の人件費の削減を図るという目標に向け、平成１９年度ま
　　　　では定年退職者に係るポスト補充を半数に制限することや、併せて、欠員補充の時期を遅らせる等の個別
　　　　対応を実施してきたが、平成２０年度以降は、定年者ポストの補充制限に代え、常時１２名の教員を欠員と
　　　　することで人件費の削減目標の達成に努めており、この欠員数については、人件費の状況等を見ながら
　　　　必要に応じて見直すこととしている。

　ⅲ） 人件費削減の取組の進捗状況

総人件費改革の取組状況

法人 要 認 る事項

特になし


